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令和５年 第３回 栗原市農業委員会総会議事録 

 

 令和５年３月２８日 午後１時３０分、下記の件の議定のため、令和５年 第３回 

栗原市農業委員会総会を、栗原市役所金成庁舎に招集した。 

 

日程第 １ 議事録署名委員の指名 

日程第 ２ 会期の決定 

日程第 ３ 事務報告 

日程第 ４ 報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

日程第 ５ 報告第２号 使用貸借権の解約通知について 

日程第 ６ 議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について 

日程第 ７ 議案第２号 農地法第５条の規定による許可申請について 

日程第 ８ 議案第３号 農用地利用集積計画について 

日程第 ９ 議案第４号 農用地利用配分計画について 

日程第１０ 議案第５号 非農地証明願について 

日程第１１ 議案第６号 農業振興地域整備計画の変更について 

日程第１２ 議案第７号 令和５年度栗原市農業委員会事業計画について 

日程第１３ 議案第８号 農地等の利用の最適化の推進に関する指針の改訂について 

日程第１４ 議案第９号 農地法第３条第２項第５号による別段の面積について 

日程第１５ 議案第１０号 栗原市空き家に付属する農地の別段の面積取扱い基準に 

             ついて 

 

１ 出席委員 （２０名） 

    １番 佐々木  栄 夫 委員、  ２番 佐 藤    勝 委員、 

    ３番 熊 谷  ゆ り 委員、  ４番 佐々木    弘 委員、 

６番 菅 原  勝 宏 委員、  ８番 米 山  嘉 彦 委員、 

９番 阿 部  一 信 委員、 １０番 曽 根  金 雄 委員、 

１１番 三 浦  正 勝 委員、 １２番 鈴 木  和 子 委員、 

   １３番 芳 賀  博 秋 委員、 １４番 尾 形  陽一郎 委員、 

   １５番 髙 橋    寛 委員、 １６番 狩 野  善 典 委員、 

 １７番 佐々木  耕太郎 委員、 １８番 髙 橋  榮 一 委員、 

 １９番 岩 渕    弘 委員、 ２０番 三 浦    栄 委員、 

 ２１番 大 沢  純 香 委員、 

 ２４番 吉 田  優 俊 会長 
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２ 欠席委員 

  ５番 遊 佐  一 成 委員、  ７番 岩 淵  敬 一 委員、 

 ２３番 大 場  裕 之 会長職務代理者、 

 

３ 議事に参与した者 

   事務局長        小野寺  世 洋 

   事務局長補佐      小 山  雅 規 

   農地農政係 主 幹   高 橋    潤 

   農地農政係 主 幹   大 場    香 

   農地農政係 主 事   菅 原  佑 太 

 

 

    （ 午後１時３０分 開会） 

 

議長（吉田優俊 会長） 

 ご起立願います。 

 ご苦労様です。ご着席願います。 

 はじめに、県内の農業委員会から出品されます令和４年度農業委員会だよりコンクール 

において、栗原市農業委員会はみごと最優秀賞を受賞し、３月１７日の宮城県農業会議臨時

総会において表彰を受けてまいりました。 

 あわせて、各都道府県の最優秀作品で行われる全国コンクールに出品され、このほど「 

全国農業新聞特別賞」に決定されましたので、皆様にご報告します。 

 さて、「暑さ寒さも彼岸まで」と言われます。お彼岸も過ぎまして暖かくなるのかなと思

っておりましたが、ここ２～３日は雨が降りまして、少し肌寒い日が続いております。 

また、年度末ということで何かと慌ただしくなっておりますが、来週からは新しい年度も始

まります。 

皆様には引き続き健康にご留意され、活動にあたっていただければと存じます。 

  

 それでは、ただいまから令和５年 第３回 栗原市農業委員会総会を開会いたします。 

 ただいまの出席委員は、１９名であります。定足数に達しておりますので、直ちに会議を

開きます。 

 欠席の通告があります。議席番号５番 遊佐 一成 委員、議席７番 岩淵 敬一 委員、 

議席２３番 大場 裕之 職務代理者から、所用のため欠席する旨の通告があります。 

 また、議席番号９番 阿部 一信 委員から、所用のため遅刻する旨の通告があります。 

 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

 議案説明等のため、関係職員を出席させております。 
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 なお、新型コロナウイルス感染症予防対策のため、会議場の換気をしております。 

 また、皆様にはマスク着用をお願いいたします。 

 

議長 

 日程第１、議事録署名委員の指名を行います。 

 議事録署名委員は、農業委員会会議規則第２７条第２項の規定により、議席番号２１番 

大沢 純香 委員、議席番号１番 佐々木 栄夫 委員 の両名を指名いたします。 

 

議長 

 日程第２、会期の決定を議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 本総会の会期は、本日１日間としたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

 

  ―「異議なし」の声 ― 

 

議長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、本総会の会期は、本日１日間と決定いたしました。 

 

議長 

 日程第３、事務報告を行います。事務局から報告いたします。 

 

小野寺事務局長 

 議案資料に基づき、令和５年２月２５日から令和５年３月２８日までに実施の事務事業等

の報告、並びに令和５年３月２９日から令和５年４月２６日までに予定している事務事業等

について説明。 

 

議長 

 これで、日程第３、事務報告を終わります。 

 

議長 

 日程第４、報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知について、を報告いたし

ます。 

 第１区の番号 １番から番号 ９番までの ９案件、 

第２区の番号１０番から番号２９番までの２０案件、 

第３区の番号３０番から番号３８番までの ９案件、 

合わせて３８案件について、事務局から報告いたします。 
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事務局 

 第１区の番号１番は、築館地区の 田 １筆 １，５６０㎡、 

 番号２番は、築館地区の 田 ３筆 ２，７９３㎡、いずれも農地法第３条による賃貸借

権解約の２案件、 

番号３番は、築館地区の 畑 １筆 ６４７㎡、 

番号４番は、築館地区の 田 １７筆 ２０，０１５㎡、いずれも農地中間管理事業に関

する配分計画の賃貸借権解約の２案件、 

番号５番と番号６番関連案件で、築館地区の 田 ８筆 ３，７７１㎡、畑 １筆  

４４０㎡、計 ４，２１１㎡、いずれも農業経営基盤強化促進法（以下「基盤法」）による賃

貸借権解約の２案件、 

番号７番は、一迫地区の 田 １筆 ２，３４６㎡、 

番号８番は、一迫地区の 畑 １筆 ２，４２８㎡、いずれも農地法第３条による賃貸借

権解約の２案件、 

 番号９番は、瀬峰地区の 田 １筆 ３，２１９㎡、基盤法による賃貸借権解約の１案

件、 

第２区の番号１０番は、若柳地区の 田 １４筆 ６，２０６㎡、 

番号１１番は、若柳地区の 田 １１筆 ８，１２０㎡、 

番号１２番は、若柳地区の 田 １筆 ２，４８８㎡、 

番号１３番は、若柳地区の 田 ４筆 ５，５６５㎡、いずれも農地法第３条による賃貸

借権解約の４案件、 

番号１４番は、若柳地区の 田 ２５筆 ３０，７２０㎡、基盤法による賃貸借権解約の

１案件、 

番号１５番は、金成地区の 田 １筆 ５９９㎡、農地法第３条による賃貸借権解約の１

案件、 

番号１６番は、金成地区の 田 ３筆 ２，２０４㎡、 

番号１７番は、金成地区の 田 １筆 ７８２㎡、いずれも基盤法による賃貸借権解約の

２案件、 

番号１８番は、志波姫地区の 田 ２筆 ７８１㎡、 

番号１９番は、志波姫地区の 田 ３筆 ５，５２８㎡、 

番号２０番は、志波姫地区の 田 ３筆 ３，０８８㎡、いずれも農地法第３条による賃

貸借権解約の３案件、 

番号２１番は、志波姫地区の 田 ３筆 ２，９５１㎡、 

番号２２番は、志波姫地区の 田 １筆 ９６５㎡、 

番号２３番は、志波姫地区の 田 ４筆 １０，６３３㎡、いずれも基盤法による賃貸借

権解約の３案件、 

番号２４番は、志波姫地区の 田 ７筆 ９，３７４㎡、畑 １筆 ８７７㎡、計 

１０，２５１㎡、 

番号２５番は、志波姫地区の 田 １７筆 １６，５３２㎡、 
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番号２６番は、志波姫地区の 田 ９筆 １３，１８６．５０㎡、畑 ３筆 １，２９９

㎡、計 １４，４８５．５０㎡、 

番号２７番は、志波姫地区の 田 １５筆 １３，７５６㎡、 

番号２８番は、志波姫地区の 田 ５筆 ６，２５９．９６㎡、 

番号２９番は、志波姫地区の 田 ６筆 ７，８２７㎡、いずれも農地中間管理事業に関

する配分計画の賃貸借権解約の６案件、 

第３区の番号３０番は、栗駒地区の 田 １筆 ８６７㎡、 

番号３１番は、栗駒地区の 田 ７筆 ９，２１４㎡、 

番号３２番は、栗駒地区の 田 ９筆 １２，４９３㎡、 

番号３３番は、栗駒地区の 田 ３筆 ２，０６５㎡、 

番号３４番は、栗駒地区の 田 ２筆 ２，５０９㎡、いずれも農地法第３条による賃貸

借権解約の５案件、 

番号３５番は、栗駒地区の 田 １３筆 １３，８８５㎡、 

 番号３６番は、鶯沢地区の 田 ３筆 １，５２９㎡、いずれも基盤法による賃貸借権解

約の２案件、 

 番号３７番は、花山地区の 畑 ３筆 ２２，２８５．８８㎡、 

 番号３８番は、花山地区の 田 ４筆 ３，５９８㎡、いずれも農地法第３条による賃貸

借権解約の２案件、 

 以上、３８案件を説明報告。 

 

議長 

 これで、日程第４、報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知について、 報

告を終わります。 

 

議長 

 日程第５、報告第２号 使用貸借権の解約通知について、を報告いたします。 

 はじめに、第１区の番号１番から番号３番の３案件について、事務局から報告いたしま

す。 

 

事務局 

 第１区の番号１番は、築館地区の 田 １筆 ２２８㎡、基盤法による使用貸借権解約の

１案件、 

番号２番は、一迫地区の 田 ３筆 １４，８４０㎡、 

番号３番は、瀬峰地区の 田 ３筆 ４，３４１㎡、いずれも農地法第３条による使用貸

借権解約の２案件、 

以上、３案件を説明報告。 
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議長 

 続いて、第３区の番号４番から番号６番までの３案件について、事務局から報告いたしま

す。 

 

事務局 

 第３区の番号４番は、栗駒地区の 田 １筆 ２，１４２㎡、 

 番号５番は、栗駒地区の 田 １筆 ９４９㎡、 

 番号６番は、栗駒地区の 田 ８筆 １２，２４６㎡、畑 ５筆 ３，０６４㎡、計 

１５，３１０㎡、いずれも農地法第３条による使用貸借権解約の３案件、 

 以上、３案件を説明報告。 

 

議長 

 これで、日程５、報告第２号 使用貸借権の解約通知について、報告を終わります。 

 

議長 

日程第６、議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について、を議題といたしま

す。 

 

農業委員会等に関する法律第３１条の規定による議事参与の制限に該当する案件がありま

すので、はじめに審議を行います。 

 

 はじめに、第１区の番号１番の１案件、について審議いたします。 

 議席番号１０番 曽根 金雄 委員は、議事参与の制限に当たりますので、退席願います。 

 

 暫時休憩いたします。（午後１時４６分） 

（ １０番 曽根 金雄 委員 退席 ） 
 

議長 

 会議を再開します。（午後１時４６分） 

 それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

 第１区の番号１番は、築館地区の 田 １筆 ３３１㎡、所有権移転売買の１案件、 

 以上、１案件を説明。 

 

議長 

 次に、去る３月２０日、議席番号１番 佐々木 栄夫 委員、議席番号８番 米山 嘉彦 

委員、農地利用最適化推進委員の 千葉 律雄 推進委員が現地確認調査を行っております 
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ので、その結果の報告をお願いいたします。 

 それでは、議席番号１番 佐々木 栄夫 委員から報告願います。 

 

佐々木 栄夫 委員 

 ご報告します。去る３月２０日に４名にて、書類審査を行いました。 

 番号１番の詳細は事務局説明のとおりで、相手方の要望、労力不足によるものであり、 

許可にあたっては審査基準である全部効率利用要件、地域調和要件を勘案し特に問題はない

と判断しました。 

以上、ご審議の程、よろしくお願いいたします。 

 

議長 

 議案の内容説明及び現地確認調査の結果報告が終わりましたので、これより質疑を行いま

す。 

 質疑ございませんか。 

 

  ―「質疑なし」の声 ― 

 

議長 

 質疑なしと認め、次に、討論を行います。 

討論ありませんか。 

 

  ―「討論なし」の声 ― 

 

議長 

 討論なしと認め、これより採決を行います。 

 議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請についての、 

第１区の番号１番の１案件、 

について、原案を可とすることに賛成の委員は、挙手願います。 

 

  ―「挙手多数」― 

 

議長 

 挙手多数であります。 

 よって、日程第６、議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請についての、 

第１区の番号１番の１案件、 

については、原案を可とすることに決定いたしました。 
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議長 

 農業委員会等に関する法律第３１条の規定による、委員の議事参与の制限を解き、議席番

号１０番 曽根 金雄 委員の入場を許可いたします。 

 

 暫時休憩いたします。（午後１時４８分） 

（ 番号１０番 曽根 金雄 委員 着席 ） 
 

議長 

 会議を再開いたします。（午後１時４８分） 

 

 次に、 

 第１区の番号２番から番号１３番までの１２案件、 

について審議いたします。 

 それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

 第１区の 

 番号２番は、築館地区の 畑 ３筆 ３，０７１㎡、 

 番号３番は、築館地区の 田 １筆 ２，３２３㎡、畑 ２筆 ２，３２０㎡、計 

４，６４３㎡、 

 番号４番は、築館地区の 田 １筆 １，８１５㎡、 

 番号５番は、築館地区の 田 ２筆 ３，９５５㎡、 

番号６番は、一迫地区の 田 ３筆 ４，８９６㎡、 

 番号７番は、瀬峰地区の 田 ４筆 ４，２１４㎡、いずれも所有権移転売買の６ 

案件、 

 番号８番は、瀬峰地区の 田 １筆 ２，９２２㎡、所有権移転贈与の１案件、 

 番号９番は、瀬峰地区の 田 ７筆 ４，５８６㎡、 

 番号１０番は、瀬峰地区の 田 ２筆 ６，１１５㎡、 

 番号１１番は、瀬峰地区の 田 １筆 ２，８８５㎡、 

番号１２番は、瀬峰地区の 田 １筆 ３，２１９㎡、 

 番号１３番は、瀬峰地区の 田 １筆 １，２９０㎡、いずれも賃貸借権設定の５ 

案件、 

 以上、１２案件を説明。 

 

議長 

 次に、現地確認調査の結果報告をお願いいたします。 

 それでは、議席番号１番 佐々木 栄夫 委員から報告願います。 
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佐々木 栄夫 委員 

 報告します。さきほどの４名にて、引き続き書類審査を行いました。 

 番号１番から番号１３番までは、いずれも経営規模拡大や相手方の要望、労力不足による

売買や所有権移転贈与、賃貸借権設定となっており、許可にあたっては全部効率利用要件や

地域調和要件を勘案し、いずれも特に問題はないと判断しました。 

以上、ご審議の程、よろしくお願いいたします。 

 

議長 

 議案の内容説明及び現地確認調査の結果報告が終わりましたので、これより質疑を行いま

す。 

 質疑ございませんか。 

 

  ―「質疑なし」の声 ― 

 

議長 

 質疑なしと認めます。 

 次に、 

第２区の番号１４番から番号２１番までの８案件、 

について審議いたします。 

 それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

 第２区の 

番号１４番は、若柳地区の 田 １筆 ２，４８８㎡、 

番号１５番は、若柳地区の 田 １筆 ２，０４７㎡、 

番号１６番は、若柳地区の 田 ３筆 １，７４０㎡、 

番号１７番は、若柳地区の 田 １筆 １，９２３㎡、 

番号１８番は、金成地区の 田 ２筆 ３，７７３㎡、畑 ３筆 ２０１㎡、計 

３，９７４㎡、いずれも所有権移転売買の５案件、 

番号１９番は、金成地区の 田 １筆 ５，１００㎡、賃貸借権設定の１案件、 

 番号２０番は、志波姫地区の 田 ３筆 ３，０８８㎡、所有権移転売買の１案件、 

 番号２１番は、志波姫地区の 田 １筆 １，２２１㎡、賃貸借権設定の１案件、 

 以上、８案件を説明。 

 

議長 

 次に、去る３月２２日、議席番号１４番 尾形 陽一郎 委員、農地利用最適化推進委員の 菅

原 昌行 推進委員及び 氏家 勝子 推進委員が現地確認調査を行っておりますので、その 

結果の報告をお願いいたします。 
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 それでは、議席番号１４番 尾形 陽一郎 委員から報告願います。 

 

尾形 陽一郎 委員 

 報告します。去る３月２２日に４名にて、書類審査を行いました。 

 番号１４番から番号２１番は、いずれも相手方の要望、労力不足による所有権移転売買、

賃貸借権設定となっており、許可にあたっては全部効率利用要件や地域調和要件を勘案し、

いずれも特に問題はないと判断しました。 

以上、ご審議の程、よろしくお願いいたします。 

 

議長 

 議案の内容説明及び現地確認調査の結果報告が終わりましたので、これより質疑を行いま

す。 

質疑ございませんか。 

 

 ―「質疑なし」の声 ― 

議長 

 質疑なしと認めます。 

 次に、 

第３区の番号２２番から番号３１番までの１０案件、 

について審議いたします。 

 それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

 第３区の 

番号２２番は、栗駒地区の 田 ２筆 １，０５２㎡、所有権移転売買の１案件、 

 番号２３番は、栗駒地区の 田 ２１筆 ２６，１３１㎡、畑 ５筆 ３，０６４㎡、計 

２９，１９５㎡、所有権移転贈与の１案件、 

 番号２４番は、栗駒地区の 田 １筆 ２，００５㎡、 

 番号２５番は、栗駒地区の 田 １筆 ４，２８７㎡、 

 番号２６番は、栗駒地区の 田 ３筆 ５，２４５㎡、 

番号２７番は、栗駒地区の 田 ３筆 ２，５９８㎡、 

 番号２８番は、栗駒地区の 田 １筆 ８６７㎡、 

 番号２９番は、栗駒地区の 田 １２筆 ７，４２８㎡、いずれも賃貸借権設定の６ 

案件、 

 番号３０番は、栗駒地区の 田 ５筆 ６，３１１㎡、使用貸借権設定の１案件、 

 番号３１番は、花山地区の 田 ２筆 ７，９５０㎡、賃貸借権設定の１案件、 

 以上、１０案件を説明。 
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議長 

 次に、去る３月２２日、議席番号６番 菅原 勝宏 委員、農地利用最適化推進委員の 

佐藤 憲一 推進委員及び 髙橋 茂 推進委員が現地確認調査を行っておりますので、 

その結果の報告をお願いいたします。 

 それでは、議席番号６番 菅原 勝宏 委員から報告願います。 

 

菅原 勝宏 委員 

 ご報告します。去る３月２２日に 農地利用最適化推進委員の佐藤 憲一 推進委員、髙橋 

茂 推進委員、事務局担当者、私の４名で書類審査を行いました。 

 ただ今事務局担当者説明のとおりであり、いずれも相手方の要望、労力不足による所有権

移転売買、賃貸借権設定となっており、許可にあたっては全部効率利用要件や地域調和要件

を勘案し、いずれも特に問題はないと判断しました。 

以上、ご審議の程、よろしくお願いいたします。 

 

議長 

 議案の内容説明及び現地確認調査の結果報告が終わりましたので、これより質疑を行いま

す。 

質疑ございませんか。 

 

 ―「質疑なし」の声 ― 

 

議長 

 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終わります。 

 次に、討論を行います。討論ありませんか。 

 

  ―「討論なし」の声 ― 

 

議長 

 討論なしと認め、これより採決を行います。 

 議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請 について、の 

 第１区の番号 ２番から番号１３番までの１２案件、 

第２区の番号１４番から番号２１番までの ８案件、 

第３区の番号２２番から番号３１番までの１０案件、 

合計３０件について、原案のとおり許可することに賛成の委員は、挙手願います。 

 

  ―「挙手多数」― 
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議長 

 挙手多数であります。 

 よって、日程第６、議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請 について、の 

 第１区の番号 ２番から番号１３番までの１２案件、 

第２区の番号１４番から番号２１番までの ８案件、 

第３区の番号２２番から番号３１番までの１０案件、 

合計３０件については、原案のとおり許可することに決定いたしました。 

 

議長 

 日程第７、議案第２号 農地法第５条の規定による許可申請について、を議題といたしま

す。 

 はじめに、第 1区の番号１番から番号２番の２案件、について審議いたします。 

 それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

 第１区の番号１番は、一迫地区の 田 １筆 ５，２４１㎡の内１９．７９㎡、申請地を

業務用地として一時転用し営農型太陽光発電設備を設置し売電収入を得るもので、事業継続

のため地上権設定の期間更新の案件となります。発電パネル下部ではブルーベリーの作付け

を行っております。 

農地区分は農用地区域内農地ですが、営農型太陽光発電設備を設置するため不許可の例外

規定に該当します。排水計画は雨水を自然浸透で処理することを説明。 

 番号２番は、瀬峰地区の 畑 １筆 ９４０㎡、所有権移転売買の案件で、申請地を購入

し、経営する自動車整備事業で使用する駐車場を造成するものです。 

 農地区分は周囲を山林及び宅地等で分断された生産性の低い小集団農地として第２種農

地、排水計画は雨水を自然浸透及び既存の道路側溝への排水で処理することを説明。 

 

議長 

 次に、現地確認調査の結果報告をお願いいたします。 

 それでは、議席番号８番 米山 嘉彦 委員から報告願います。 

 

米山 嘉彦 委員 

 ８番の米山です。先ほどの４名にて引き続き書類審査を行いました。 

 番号１番については、以前に一時転用許可済の案件で、事業継続のため期間の更新を行う

ものであり、パネル下部ではブルーベリーの木が成長しておりました。 

番号２番については、宅地等の間にある畑で現況は草が生えている状況でした。 

どちらの案件も、許可にあたっては特に問題がないものと判断しました。 

以上、ご審議の程、よろしくお願いいたします。 
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議長 

 議案の内容説明及び現地確認調査の結果報告が終わりましたので、これより質疑を行いま

す。 

質疑ございませんか。 

 

 ―「質疑なし」の声 ― 

 

議長 

 質疑なしと認めます。 

次に、第２区の番号３番から番号６番の４案件、について審議いたします。 

それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

 第２区の番号３番は、若柳地区の 畑 １筆 ２８０㎡、所有権移転売買の案件で、 

一般個人住宅及び駐車場を建築造成するものです。 

 農地区分は第１種農地となりますが、一般住宅建築ということで許可の例外規定の集落接

続で扱います。 

 排水計画は、生活排水は浄化槽による処理、雨水は自然浸透及び既設水路への排水である

ことを説明。 

 番号４番は、金成地区の 田 ４筆 ３，９８９㎡、賃貸借権設定の案件で、申請地を借

り受け農業用倉庫を建設するものです。 

当該案件は、令和４年第９回農業委員会総会において農業振興地域整備計画の用途変更に

ついて審査した案件となり、農地区分は農用振興地域内の農業用施設地となります。 

 排水計画は、雨水は自然浸透及び既設水路への排水であることを説明。 

 番号５番は、金成地区の 畑 １筆 １９２㎡、使用貸借権設定の案件で、申請地を借り

受け自宅にかかる駐車場を造成するものです。 

 農地区分は周囲を宅地及び河川で分断された生産性の低い小集団農地として第２種農地、

排水計画は雨水を自然浸透で処理することを説明。 

 番号６番は、志波姫地区の 田 １筆 ５３０㎡、所有権移転贈与の案件で、申請地を譲

り受け一般個人住宅及び駐車場を建築造成するものです。 

当該案件は、令和４年第９回農業委員会総会において農業振興地域の除外について審査し

た案件となり、農地区分は第１種農地となりますが、一般住宅建築ということで許可の例外

規定の集落接続で扱います。 

 排水計画は、生活排水は浄化槽による処理、雨水は自然浸透及び既設水路への排水である

ことを説明。 

 

議長 

 次に、現地確認調査の結果報告をお願いいたします。 
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 それでは、菅原 昌行 推進委員 から報告願います。 

 

 

菅原 昌行 推進委員 

 それではご報告します。去る３月２２日に前述の４名にて書類審査及び現地確認を行いま

した。 

 番号３番は、一般個人住宅の建築で、隣接地は道路及び田となっており、排水計画もしっ

かりしており、許可にあたっては特に問題ないものと判断しました。 

 番号４番は、農業用倉庫を建設するもので、現地を確認しますと許可にあたっては特に問

題ないものと判断しました。 

 番号５番は、駐車場の造成となり、隣接地は道路及び宅地となっており、許可にあたって

は特に問題ないものと判断しました。 

 番号６番は、親子による譲渡に伴う一般個人住宅の建築で、隣接地は道路を挟んで住宅及

び田となっており、排水計画もしっかりしており、許可にあたっては特に問題ないものと判

断しました。 

 以上、ご審議の程、よろしくお願いいたします。 

 

議長 

 議案の内容説明及び現地確認調査の結果報告が終わりましたので、これより質疑を行いま

す。 

 質疑ございませんか。 

 

  ―「質疑なし」の声 ― 

 

議長 

 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終わります。 

 次に、討論を行います。討論ありませんか。 

 

 ―「なし」の声 ― 

 

議長 

 討論なしと認め、これより採決を行います。 

 議案第２号 農地法第５条の規定による許可申請 についての、 

第１区の番号１番から番号２番の２案件、 

第２区の番号３番から番号６番までの４案件、 

合計６案件について、原案のとおり許可することに賛成の委員は、挙手願います。 
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  ―「挙手多数」― 

 

議長 

 挙手多数であります。 

 よって、日程第７、議案第２号 農地法第５条の規定による許可申請 についての、 

第１区の番号１番から番号２番の２案件、 

第２区の番号３番から番号６番までの４案件、 

合計６案件については、原案のとおり許可することに決定いたしました。 

 なお、その旨、意見を附して宮城県知事に送付いたします。 

 

議長 

 日程第８、議案第３号 農用地利用集積計画について、を議題といたします。 

 農業委員会等に関する法律第３１条の規定による、委員の議事参与の制限に該当する案件

がありますので、はじめに審議を行います。 

 

 第１区の番号２３番の１案件、について審議いたします。 

 議席番号１７番 佐々木 耕太郎 委員は、議事参与の制限に当たりますので、退席願い 

ます。 

 

 暫時休憩いたします。（午後２時２０分） 

（ １７番 佐々木 耕太郎 委員 退席 ） 
 

議長 

 会議を再開します。（午後２時２０分） 

 それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

 第１区の番号２３番は、高清水地区の 田 ２筆 ３，６４８㎡、新規賃貸借権設定の 

１案件、 

 以上、１案件を説明。 

 

議長 

 議案の内容説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 

 

  ―「質疑なし」の声 ― 

 

 



 16 

議長 

 質疑なしと認め、次に、討論を行います。 

討論ありませんか。 

 

  ―「討論なし」の声 ― 

議長 

 討論なしと認め、これより採決を行います。 

 議案第３号 農用地利用集積計画についての、 

第１区の番号２３番の１案件、について、原案を可とすることに賛成の委員は、挙手願い

ます。 

 

  ―「挙手多数」― 

 

議長 

 挙手多数であります。 

 よって、日程第８、議案第３号 農用地利用集積計画についての、 

第１区の番号２３番の１案件については、原案を可とすることに決定いたしました。 

 なお、その旨、栗原市長に通知いたします。 

 

 農業委員会等に関する法律第３１条の規定による、委員の議事参与の制限を解き、議席番

号１７番 佐々木 耕太郎 委員の入場を許可いたします。 

 

 暫時休憩いたします。（午後２時２１分） 

（ １７番 佐々木 耕太郎 委員 着席 ） 
 

議長 

 会議を再開いたします。（午後２時２１分） 

 次に、第１区の番号３４番から番号３９番までの６案件、について審議いたします。 

 

 千葉 律雄 推進委員は、議事参与の制限に当たりますので、退席願います。 

 

 暫時休憩いたします。（午後２時２２分） 

（  千葉 律雄 推進委員 退席 ） 
 

議長 

 会議を再開します。（午後２時２２分） 

 それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたします。 
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事務局 

 第１区の番号３４番は、一迫地区の 田 １筆 １，１５５㎡、 

 番号３５番は、一迫地区の 田 ７筆 １９，６５３㎡、 

 番号３６番は、一迫地区の 田 ３筆 １４，８４０㎡、 

 番号３７番は、一迫地区の 田 １筆 ２，３４６㎡、 

 番号３８番は、一迫地区の 田 ２筆 １４，０５２㎡、いずれも新規賃貸借権設定の 

５案件、 

 番号３９番は、一迫地区の 田 ５筆 １６，６７２㎡、賃貸借権更新の１案件、 

 以上、６案件を説明。 

 

議長 

 議案の内容説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 

 

  ―「質疑なし」の声 ― 

 

議長 

 質疑なしと認め、次に、討論を行います。 

討論ありませんか。 

 

  ―「討論なし」の声 ― 

 

議長 

 討論なしと認め、これより採決を行います。 

 議案第３号 農用地利用集積計画についての、第１区の番号３４番から番号３９番まで 

の６案件、について、原案を可とすることに賛成の委員は、挙手願います。 

 

  ―「挙手多数」― 

 

議長 

 挙手多数であります。 

 よって、日程第８、議案第３号 農用地利用集積計画についての、第１区の番号３４番か

ら番号３９番までの６案件、については、原案を可とすることに決定いたしました。 

 なお、その旨、栗原市長に通知いたします。 

 

 農業委員会等に関する法律第３１条の規定による、委員の議事参与の制限を解き、千葉 

律雄 推進委員の入場を許可いたします。 

 暫時休憩いたします。（午後２時２４分） 
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（  千葉 律雄 推進委員 着席 ） 
 

議長 

 会議を再開いたします。（午後２時２４分） 

 

次に、第２区の番号６９番の１案件、について審議いたします。 

 議席番号２番 佐藤 勝 委員は、議事参与の制限に当たりますので、退席願います。 

 

 暫時休憩いたします。（午後２時２５分） 

（ ２番 佐藤 勝 委員 退席 ） 
 

議長 

 会議を再開します。（午後２時２５分） 

 それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

 第２区の番号６９番は、金成地区の 田 １９筆 ２６，１８８㎡、所有権移転売買の 

１案件、 

 以上、１案件を説明。 

 

議長 

 議案の内容説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 

 

  ―「質疑なし」の声 ― 

 

議長 

 質疑なしと認め、次に、討論を行います。 

討論ありませんか。 

 

  ―「討論なし」の声 ― 

 

議長 

 討論なしと認め、これより採決を行います。 

 議案第４号 農用地利用集積計画についての、第２区の番号６９番の１案件について、原

案を可とすることに賛成の委員は、挙手願います。 

 

  ―「挙手多数」― 
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議長 

 挙手多数であります。 

 

 よって、日程第８、議案第３号 農用地利用集積計画についての、第２区の番号６９番の

１案件については、原案を可とすることに決定いたしました。 

 なお、その旨、栗原市長に通知いたします。 

 

 農業委員会等に関する法律第３１条の規定による、委員の議事参与の制限を解き、議席番

号２番 佐藤 勝 委員の入場を許可いたします。 

 

 暫時休憩いたします。（午後２時２６分） 

（ 番号２番 佐藤 勝 委員 着席 ） 
 

議長 

 会議を再開いたします。（午後２時２６分） 

次に、第２区の番号８９番の１案件、について審議いたします。 

 

 議席番号４番 佐々木 弘 委員は、議事参与の制限に当たりますので、退席願います。 

 

 暫時休憩いたします。（午後２時２７分） 

（  ４番 佐々木 弘 委員 退席 ） 
 

議長 

 会議を再開します。（午後２時２７分） 

 それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

 第２区の番号８９番は、志波姫地区の 田 ５筆 ９，７７３㎡、新規賃貸借権設定の１

案件、 

 以上、１案件を説明。 

 

議長 

 議案の内容説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 

 

  ―「質疑なし」の声 ― 
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議長 

 質疑なしと認め、次に、討論を行います。 

討論ありませんか。 

 

  ―「討論なし」の声 ― 

 

議長 

 討論なしと認め、これより採決を行います。 

 議案第３号 農用地利用集積計画についての、第２区の番号８９番の１案件について、原

案を可とすることに賛成の委員は、挙手願います。 

 

  ―「挙手多数」― 

 

議長 

 挙手多数であります。 

 よって、日程第８、議案第３号 農用地利用集積計画についての、第２区の番号８９番の

１案件は、原案を可とすることに決定いたしました。 

 なお、その旨、栗原市長に通知いたします。 

 

 農業委員会等に関する法律第３１条の規定による、委員の議事参与の制限を解き、議席番

号４番 佐々木 弘 委員の入場を許可いたします。 

 

 暫時休憩いたします。（午後２時２９分） 

（  ４番 佐々木 弘 委員 着席 ） 
 

議長 

 会議を再開いたします。（午後２時２９分） 

次に、第３区の番号１４２番の１案件、について審議いたします。 

 

 議席番号１６番 狩野 善典 委員は、議事参与の制限に当たりますので、退席願います。 

 

 暫時休憩いたします。（午後２時３０分） 

（  １６番 狩野 善典 委員 退席 ） 
 

議長 

 会議を再開します。（午後２時３０分） 

 それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたします。 

事務局 
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 第３区の番号１４２番は、花山地区の 田 ４筆 ３，５９８㎡、所有権移転売買の 

１案件、 

 以上、１案件を説明。 

 

議長 

 議案の内容説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 

 

  ―「質疑なし」の声 ― 

 

議長 

 質疑なしと認め、次に、討論を行います。 

討論ありませんか。 

 

  ―「討論なし」の声 ― 

 

議長 

 討論なしと認め、これより採決を行います。 

 議案第３号 農用地利用集積計画についての、第３区の番号１４２番の１案件について、

原案を可とすることに賛成の委員は、挙手願います。 

 

  ―「挙手多数」― 

 

議長 

 挙手多数であります。 

 よって、日程第８、議案第４号 農用地利用集積計画についての、第３区の番号１４２番

の１案件、については、原案を可とすることに決定いたしました。 

 なお、その旨、栗原市長に通知いたします。 

 

 農業委員会等に関する法律第３１条の規定による、委員の議事参与の制限を解き、議席番

号１６番 狩野 善典 委員の入場を許可いたします。 

 暫時休憩いたします。（午後２時３１分） 

（ １６番 狩野 善典 委員 着席 ） 
 

議長 

 ここで、会議開始から１時間が経過したので、午後２時４２分まで休憩といたします。 

  （暫時休憩：午後２時３１分から２時４２分まで） 
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議長 

 休憩中の会議を再開いたします。（午後２時４２分） 

 

 次に、第１区の 

番号１番から番号２２番までの２２案件、 

番号２４番から番号３３番までの１０案件、 

番号４０番から番号５８番までの１９案件、 

合わせて５１案件について、審議いたします。 

それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

 第１区の 

番号１番は、築館地区の 田 １筆 ２２８㎡、 

番号２番は、築館地区の 田 ３筆 ３，６３３㎡、畑 １筆 ２９０㎡、計 ３，９２

３㎡、いずれも所有権移転売買の２案件、 

 番号３番は、築館地区の 畑 １筆 １，４６６㎡、 

 番号４番は、築館地区の 田 ３筆 ３，２２８㎡、 

 番号５番は、築館地区の 田 ４筆 ５，６７１㎡、 

 番号６番は、築館地区の 田 １筆 ８，５１２㎡、 

 番号７番は、築館地区の 田 １筆 ５，２６０㎡、 

 番号８番は、築館地区の 田 ４筆 １０，９５７㎡、 

 番号９番は、築館地区の 田 ３筆 ５，４１５㎡、 

 番号１０番は、築館地区の 田 ３筆 ８，７２８㎡、いずれも新規賃貸借権設定の８ 

案件、 

 番号１１番は、築館地区の 田 ４筆 ４，７４５㎡、新規及び更新の賃貸借権設定の 

１案件、 

 番号１２番は、築館地区の １１筆 １９，３００㎡、畑 １筆 １，１７４㎡、計  

２０，４７４㎡、 

 番号１３番は、築館地区の 田 １筆 １，７８３㎡、 

 番号１４番は、築館地区の 田 ２筆 １２，７２９㎡、 

 番号１５番は、築館地区の 田 １筆 １，３１９㎡、 

 番号１６番は、築館地区の 田 ２筆 １３，８２２ｍ、 

 番号１７番は、築館地区の 田 １筆 ８，２０３㎡、 

 番号１８番は、築館地区の 田 １筆 ３，５８３㎡、 

 番号１９番は、築館地区の 田 ５筆 １１，４７３㎡、 

 番号２０番は、築館地区の 田 ３筆 ９，４６７㎡、 

 番号２１番は、築館地区の 田 ５筆 １１，４１１㎡、いずれも賃貸借権設定更新の 

１０案件、 
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 番号２２番は、高清水地区の 田 １筆 ６１２㎡、 

 番号２４番は、高清水地区の 田 １２筆 １１，８４２㎡、 

 番号２５番は、高清水地区の 田 ２６筆 ２３，０５０㎡、 

 番号２６番は、一迫地区の 田 １筆 ９４５㎡、 

 番号２７番は、一迫地区の 田 ６筆 ７，９４３㎡、 

 番号２８番は、一迫地区の 田 ５筆 ３，６６０㎡、 

 番号２９番は、一迫地区の 田 ３筆 ６，０６０㎡、 

 番号３０番は、一迫地区の 田 １筆 １，６２０㎡、 

 番号３１番は、一迫地区の 田 ２筆 ３，９６１㎡、 

 番号３２番は、一迫地区の 田 ６筆 ５，５４２㎡、 

 番号３３番は、一迫地区の 田 ２筆 ４，２８１㎡、いずれも新規賃貸借権設定の 

１１案件、 

 番号４０番は、一迫地区の 田 ４筆 ５，７４０㎡、 

 番号４１番は、一迫地区の 田 ２筆 １，９４０㎡、 

 番号４２番は、一迫地区の 田 ２筆 ２，０４９㎡、 

 番号４３番は、一迫地区の 田 ４筆 ２０，４４４㎡、 

 番号４４番は、一迫地区の 田 ２筆 ３，８４８㎡、 

 番号４５番は、一迫地区の 田 ８筆 １４，７９４㎡、 

 番号４６番は、一迫地区の 田 ６筆 １６，９４９㎡、 

 番号４７番は、一迫地区の 田 ３筆 ７，４３８㎡、 

 番号４８番は、一迫地区の 田 ７筆 ２９，９１２㎡、 

番号４９番は、一迫地区の 田 ６筆 １０，７２９㎡、いずれも賃貸借権設定更新の 

１０案件、 

 番号５０番は、瀬峰地区の 田 ２筆 ３，６０３㎡、 

 番号５１番は、瀬峰地区の 田 １筆 ７３８㎡、いずれも所有権移転売買の２案件、 

 番号５２番は、瀬峰地区の 田 １筆 ４，５０３㎡、 

 番号５３番は、瀬峰地区の 田 １筆 ２８０㎡、いずれも新規賃貸借権設定の２案件、 

 番号５４番は、瀬峰地区の 田 ２筆 １２，４３４㎡、 

 番号５５番は、瀬峰地区の 田 ３筆 １３，８３４㎡、 

 番号５６番は、瀬峰地区の 田 ３筆 ６，４２２㎡、いずれも新規及び更新の賃貸借権

設定の３案件、 

 番号５７番は、瀬峰地区の 田 １筆 ３，０５５㎡、 

番号５８番は、瀬峰地区の 田 １筆 ５，５０２㎡、いずれも賃貸借権設定更新の２ 

案件、 

 以上、５１案件を説明。 
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議長 

 議案の内容説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 

 

  ―「質疑なし」の声 ― 

 

議長 

 質疑なしと認めます。 

 

議長 

 次に、第２区の 

番号５９番から番号６８番までの１０案件、 

番号７０番から番号８８番までの１９案件、 

番号９０番から番号１１６番までの２７案件、 

合わせて５６案件について、審議いたします。 

それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

 第２区の 

番号５９番は、若柳地区の 田 ４筆 ４，０６５㎡、 

 番号６０番は、若柳地区の 田 １４筆 ６，２０６㎡、 

 番号６１番は、若柳地区の 田 １１筆 ８，１２０㎡、 

 番号６２番は、若柳地区の 田 ２５筆 ３０，７２０㎡、 

 番号６３番は、若柳地区の 田 １９筆 ７，９６２㎡、 

 番号６４番は、若柳地区の 田 ３２筆 １９，９５２㎡、 

 番号６５番は、若柳地区の 田 １筆 ２，８３４㎡、 

 番号６６番は、若柳地区の 田 １３筆 １３，３３４㎡、いずれも新規賃貸借権設定の 

８案件、 

 番号６７番は、若柳地区の 田 ３筆 ６，９０８㎡、 

番号６８番は、若柳地区の 田 １５筆 １５，０９１㎡、いずれも賃貸借権設定更新の

２案件、 

 番号７０番は、金成地区の 田 ５筆 ６，０８６㎡、 

 番号７１番は、金成地区の 田 ５筆 ４，３１４㎡、 

番号７２番は、金成地区の 田 １３筆 １５，１７８㎡、 

番号７３番は、金成地区の 田 １２筆 １０，３３０㎡、 

番号７４番は、金成地区の 田 ２筆 ９，２２２㎡、 

番号７５番は、金成地区の 田 １６筆 ２５，７３２㎡、 

番号７６番は、金成地区の 田 ４筆 ４，０５４㎡、 
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番号７７番は、金成地区の 田 １９筆 １６，５１０㎡、 

番号７８番は、金成地区の 田 ８筆 ３，１１６㎡、 

番号７９番は、金成地区の 田 ４筆 ８，３３５㎡、 

番号８０番は、金成地区の 田 １３筆 １８，６３９㎡、 

 番号８１番は、金成地区の 田 ６筆 ４，８５４㎡、 

 番号８２番は、金成地区の 田 ２筆 １，７９８㎡、いずれも新規賃貸借権設定の 

１３案件、 

 番号８３番は、金成地区の 田 ９筆 ８，０２３㎡、新規及び更新の賃貸借権設定の 

１案件、 

 番号８４番は、金成地区の 田 ３筆 ６，３６０㎡、 

番号８５番は、金成地区の 田 ３筆 ５，４６６㎡、いずれも賃貸借権設定更新の２ 

案件、 

 番号８６番は、金成地区の 田 ６筆 ７，９３３㎡、畑 ２筆 ２，１９５㎡、計 

１０，１２８㎡、新規使用貸借権設定の１案件、 

 番号８７番は、志波姫地区の 田 １筆 ９６５㎡、 

 番号８８番は、志波姫地区の 田 ３３筆 ２９，８４９㎡、いずれも所有権移転売買 

の２案件、 

 番号９０番は、志波姫地区の 田 １筆 ２，０５７㎡、 

 番号９１番は、志波姫地区の 田 １１筆 ６，００１㎡、 

 番号９２番は、志波姫地区の 田 １８筆 ２０，７２７㎡、 

 番号９３番は、志波姫地区の 田 ３筆 ４，６１９㎡、 

 番号９４番は、志波姫地区の 田 ３筆 ３，５９２㎡、畑 １筆 ４５１㎡、計 

４，０４３㎡、 

 番号９５番は、志波姫地区の 田 ５筆 ４，６５１㎡、 

 番号９６番は、志波姫地区の 田 ４筆 ５，７９９㎡、 

 番号９７番は、志波姫地区の 田 ２筆 ３，９５２㎡、 

 番号９８番は、志波姫地区の 田 ６筆 ７，９４８㎡、 

 番号９９番は、志波姫地区の 田 １１筆 ２５，９３９㎡、 

 番号１００番は、志波姫地区の 田 ２筆 １，８９７㎡、 

 番号１０１番は、志波姫地区の 田 ２筆 ４，３９６㎡、 

 番号１０２番は、志波姫地区の 田 ４筆 １０，６３３㎡、いずれも新規賃貸借権設定

の１３案件、 

 番号１０３番は、志波姫地区の 田 ２筆 ４，１４６㎡、新規及び更新の賃貸借権設定

の１案件、 

 番号１０４番は、志波姫地区の 田 １０筆 １２，９３９㎡、 

 番号１０５番は、志波姫地区の 田 ４筆 ９，８９１㎡、 

 番号１０６番は、志波姫地区の 田 ２筆 ３，５４６㎡、 

番号１０７番は、志波姫地区の 田 ６筆 ５，１６８㎡、 
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 番号１０８番は、志波姫地区の 田 １筆 ２，５１４㎡、 

 番号１０９番は、志波姫地区の 田 ２筆 ３，４２３㎡、 

 番号１１０番は、志波姫地区の 田 ２筆 ２，０４８㎡、 

 番号１１１番は、志波姫地区の 田 ２筆 ３，９３３㎡、 

番号１１２番は、志波姫地区の 田 ５筆 １１，０９２㎡、 

 番号１１３番は、志波姫地区の 田 ２筆 ３，１８８㎡、 

 番号１１４番は、志波姫地区の 田 ２筆 ２，４６５㎡、 

 番号１１５番は、志波姫地区の 田 １筆 ９６７㎡、 

 番号１１６番は、志波姫地区の 田 ８筆 １０，２８９㎡、いずれも賃貸借権設定更新

の１３案件、 

 以上、５６案件を説明。                                             

 

議長 

 議案の内容説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 

 

  ―「質疑なし」の声 ― 

 

議長 

 質疑なしと認めます。 

 

議長 

次に、第３区の 

番号１１７番から番号１４１番までの２５案件、 

について、審議いたします。 

それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

 第３区の 

番号１１７番は、栗駒地区の 田 １筆 ２，１４２㎡、 

 番号１１８番は、栗駒地区の 田 １筆 １，００９㎡、 

 番号１１９番は、栗駒地区の 田 １筆 ４３８㎡、 

 番号１２０番は、栗駒地区の 田 １筆 １３９㎡、 

 番号１２１番は、栗駒地区の 田 １筆 ２，９７３㎡、 

 番号１２２番は、栗駒地区の 田 １筆 ９４９㎡、 

 番号１２３番は、栗駒地区の 田 ３筆 １４，２３２㎡、 

 番号１２４番は、栗駒地区の 田 ２筆 ４，２５６㎡、 

 番号１２５番は、栗駒地区の 田 ８筆 １１，３０３㎡、 
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 番号１２６番は、栗駒地区の 田 １筆 １，３４２㎡、 

 番号１２７番は、栗駒地区の 田 ４筆 ６，６３０㎡、 

 番号１２８番は、栗駒地区の 田 １２筆 １１，２７７㎡、 

 番号１２９番は、栗駒地区の 田 ４筆 ６，８６１㎡、 

 番号１３０番は、栗駒地区の 田 ５筆 ８，１１３㎡、いずれも新規賃貸借権設定の 

１４案件、 

 番号１３１番は、栗駒地区の 田 ５筆 ８，１１９㎡、 

 番号１３２番は、栗駒地区の 田 １６筆 １０，１４２㎡、 

 番号１３３番は、栗駒地区の 田 ３筆 ６，８９１㎡、 

 番号１３４番は、栗駒地区の 田 １１筆 １３，３７６㎡、 

 番号１３５番は、栗駒地区の 田 ３筆 １６，６３５㎡、 

 番号１３６番は、栗駒地区の 田 ２１筆 １７，２５２㎡、 

 番号１３７番は、栗駒地区の 田 ２１筆 ２７，６９８㎡、 

 番号１３８番は、栗駒地区の 田 １５筆 ２５，３１４㎡、いずれも賃貸借権設定更新

の８案件、 

 番号１３９番は、鶯沢地区の 田 ３筆 １，５２９㎡、所有権移転売買の１案件、 

番号１４０番は、鶯沢地区の 田 １筆 １７６㎡、新規賃貸借権設定の１案件、 

番号１４１番は、鶯沢地区の 田 ４筆 ２，２２６㎡、賃貸借権設定更新の１案件、 

以上、２５案件を説明。 

 

議長 

 議案の内容説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 

 

  ―「質疑なし」の声 ― 

 

議長 

 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終わります。 

次に、討論を行います。 

討論ありませんか。 

 

  ―「討論なし」の声 ― 

 

議長 

 討論なしと認め、これより採決を行います。 

 議案第３号 農用地利用集積計画についての、 
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第１区の番号１番から番号２２番までの２２案件、 

番号２４番から番号３３番までの１０案件、 

番号４０番から番号５８番までの１９案件、 

    合わせて５１案件、 

第２区の番号５９番から番号６８番までの１０案件、 

番号７０番から番号８８番までの１９案件、 

番号９０番から番号１１６番までの２７案件、 

    合わせて５６案件、 

 第３区の番号１１７番から番号１４１番までの２５案件、 

合計１３２案件について、原案を可とすることに賛成の委員は、挙手願います。 

 

  ―「挙手多数」― 

 

議長 

 挙手多数であります。 

 よって、日程第８、議案第３号 農用地利用集積計画についての、 

第１区の番号１番から番号２２番までの２２案件、 

番号２４番から番号３３番までの１０案件、 

番号４０番から番号５８番までの１９案件、 

    合わせて５１案件、 

第２区の番号５９番から番号６８番までの１０案件、 

番号７０番から番号８８番までの１９案件、 

番号９０番から番号１１６番までの２７案件、 

    合わせて５６案件、 

 第３区の番号１１７番から番号１４１番までの２５案件、 

合計１３２案件については、原案を可とすることに決定いたしました。 

 なお、その旨、栗原市長に通知いたします。 

 

議長 

 日程第９、議案第４号 農用地利用配分計画について、を議題といたします。 

 はじめに、第１区の番号１番から番号２番の２案件、について審議いたします。 

 それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

 第１区の番号１番は、築館地区の 田 １筆 ６４７㎡、 

 番号２番は、築館地区の 田 １７筆 ２０，０１５㎡、いずれも新規賃貸借権設定の 

２案件、 

 以上、２案件を説明。 
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議長 

 議案の内容説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 

 

  ―「質疑なし」の声 ― 

 

議長 

 質疑なしと認めます。 

 次に、第２区の番号３番から番号１５番までの１３案件、について審議いたします。 

 それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

 第２区の番号３番は、若柳地区の 田 １７筆 ９，００２㎡、 

 番号４番は、若柳地区の 田 １４筆 １０，２３１㎡、 

 番号５番は、若柳地区の 田 １５筆 １７，４６０㎡、 

 番号６番は、若柳地区の 田 １７筆 １５，０７８㎡、 

 番号７番は、若柳地区の 田 ２０筆 １４，５２５㎡、 

 番号８番は、若柳地区の 田 １３筆 ２０，６４６㎡、いずれも新規賃貸借権設定の 

６案件、 

 番号９番は、若柳地区の 畑 １筆 ５３３㎡、新規使用貸借権設定の１案件、 

 番号１０番は、志波姫地区の 田 ７筆 ９，３７４㎡、畑 １筆 ８７７㎡、計  

１０,２５１㎡、 

 番号１１番は、志波姫地区の 田 １７筆 １６，５３２㎡、 

 番号１２番は、志波姫地区の 田 ９筆 １３，１８６．５０㎡、畑 ３筆 １，２９９ 

㎡、計 １４，４８５．５０㎡、 

 番号１３番は、志波姫地区の 田 １５筆 １３，７５６㎡、 

 番号１４番は、志波姫地区の 田 ５筆 ６，２５９．９６㎡、 

 番号１５番は、志波姫地区の 田 ７筆 ７，８８７㎡、いずれも新規賃貸借権設定の 

６案件、 

 以上、１３案件を説明。 

 

議長 

 議案の内容説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 

 

  ―「質疑なし」の声 ― 
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議長 

 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終わります。 

 次に、討論を行います。討論ありませんか。 

 

  ―「討論なし」の声 ― 

 

議長 

 討論なしと認め、これより採決を行います。 

 議案第４号 農用地利用配分計画についての、 

第１区の番号１番から番号２番の２案件、 

第２区の番号３番から番号１５番までの１３案件、 

合計１５案件について、原案を可とすることに賛成の委員は、挙手願います。 

 

  ―「挙手多数」― 

 

議長 

 挙手多数であります。 

 よって、日程第９、議案第４号 農用地利用配分計画についての、 

第１区の番号１番から番号２番の２案件、 

第２区の番号３番から番号１５番までの１３案件、 

合計１５案件については、原案を可とすることに決定いたしました。 

 なお、その旨、栗原市長に通知いたします。 

 

議長 

 日程第１０、議案第５号 非農地証明願について、を議題といたします。 

 はじめに、第１区の番号１番から番号２番の２案件、について審議いたします。 

 それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

 第１区の番号１番は、一迫地区及び花山地区の 田 ４筆 ２，７５０㎡、平成２０年頃

に転用されたものと思われ、労力不足により原野化し現在に至り、今後農地への復元が困難

であることから、非農地の証明を願い出た旨の１案件、 

 番号２番は、瀬峰地区の 畑 １筆 ５８４㎡、平成１０年頃に転用されたものと思わ

れ、先代の労力不足により原野化し現在に至り、今後農地への復元が困難であることから、

非農地の証明を願い出た旨の１案件、 

 以上、２案件を説明。 
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議長 

 次に、現地確認調査の結果報告をお願いいたします。 

 それでは、議席番号８番 米山 嘉彦 委員 から報告願います。 

 

米山 嘉彦 委員 

 ８番の米山です。報告いたします。 

 番号１番は、現地を見ると川の向かい側の農地で、農道が狭い、川を渡る橋も狭く機械が

通れる状況ではなく、今後農地への復元は困難であり、今回の申請にあたっては特に問題な

いものと判断しました。 

 番号２番についても、現地は小高い丘のような農地で竹が密集繁茂しており、今後農地へ

の復元は困難であり、今回の申請にあたっては特に問題ないものと判断しました。 

 以上、ご審議の程、よろしくお願いいたします。 

 

議長 

 議案の内容説明及び現地確認調査の結果報告が終わりましたので、これより質疑を行いま

す。 

 質疑ございませんか。 

 

  ―「質疑なし」の声 ― 

 

議長 

 質疑なしと認めます。 

 次に、第２区の番号３番の１案件、について審議いたします。 

 それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

 第２区の番号３番は、金成地区の 畑 １筆 ６２８㎡、平成２０年頃に転用されたもの

と思われ、先代の労力不足により原野化し現在に至り、今後農地への復元が困難であること

から、非農地の証明を願い出た旨の１案件、 

 以上、１案件を説明。 

 

議長 

 次に、現地確認調査の結果報告をお願いいたします。 

 それでは、氏家 勝子 推進委員から報告願います。 

 

氏家 勝子 推進委員 

 推進委員の氏家です。ご報告いたします。 

 番号３番は、現地は住宅地の中にあり、既に広く樹木が繁茂しており原野化しておりまし
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た。今後農地への復元は困難であり、今回の申請にあたっては特に問題ないものと判断しま

した。 

 以上、ご審議の程、よろしくお願いいたします。 

 

議長 

 議案の内容説明及び現地確認調査の結果報告が終わりましたので、これより質疑を行いま

す。 

 質疑ございませんか。 

 

  ―「質疑なし」の声 ― 

 

議長 

 質疑なしと認めます。 

 次に、第３区の番号４番から番号５番の２案件、について審議いたします。 

 それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

 第３区の番号４番は、栗駒地区の 畑 １筆 １，３７１㎡、平成元年頃に転用されたも

のと思われ、先代の労力不足により原野化し現在に至り、今後農地への復元が困難であるこ

とから、非農地の証明を願い出た旨の１案件、 

 番号５番は、栗駒地区の 畑 １筆 ４２９㎡、平成元年頃に転用されたものと思われ、

先代の労力不足により山林化し現在に至り、今後農地への復元が困難であることから、非農

地の証明を願い出た旨の１案件、 

 以上、２案件を説明。 

 

議長 

 次に、現地確認調査の結果報告をお願いいたします。 

 それでは、議席番号６番 菅原 勝宏 委員から報告願います。 

 

菅原 勝広 委員 

 ６番菅原です。番号４番は、栗駒地区南部の櫻田山神社の手前の農地で、現地を見ると竹

が背丈以上に密集繁茂しており、今後農地への復元は困難であり、今回の申請にあたっては

特に問題ないものと判断しました。 

 番号５番は、民家が近くにありますが現地は急斜面で、雑木、笹竹が繁茂しており、今後

農地への復元は困難であり、今回の申請にあたっては特に問題ないものと判断しました。 

 以上、ご審議の程、よろしくお願いいたします。 
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議長 

 議案の内容説明及び現地確認調査の結果報告が終わりましたので、これより質疑を行いま

す。 

 質疑ございませんか。 

 

  ―「質疑なし」の声 ― 

 

議長 

 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終わります。 

 次に、討論を行います。討論ありませんか。 

 

  ―「討論なし」の声 ― 

 

議長 

 討論なしと認め、これより採決を行います。 

 議案第５号 非農地証明願についての、 

第１区の番号１番から番号２番の２案件 

第２区の番号３番の１案件、 

第３区の番号４番から番号５番の２案件、 

合計５案件について、原案のとおり承認することに賛成の委員は、挙手願います。 

 

  ―「挙手多数」― 

 

議長 

 挙手多数であります。 

よって、日程第１０、議案第５号 非農地証明願の、 

第１区の番号１番から番号２番の２案件 

第２区の番号３番の１案件、 

第３区の番号４番から番号５番の２案件、 

合計５案件については、原案のとおり承認することに決定いたしました。 

 

議長 

 日程第１１、議案第６号 農業振興地域整備計画の変更について、を議題といたします。 

 第１区の番号１番から番号５番までの５案件、について審議いたします。 

 それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

 今回ご審議をいただく内容は、令和５年３月６日付で栗原市長から当委員会に諮問された
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５件です。 

 農用地利用計画の変更面積につきましては、区域除外が２９．７４アール、用途変更が 

３．６５アール、農地利用面積では２９．７４アールの減少となり、内訳は、区域除外が 

４案件、用途変更が１案件となります。 

 １３２ページには栗原市における各項目の調整結果で、農地法以外の土地利用規制等に 

ついては問題ない旨確認しており、今回の諮問におきましては、他法令との調整がなされ 

た実現可能かつ具体的な転用計画があるか、について意見を求められております。 

 それでは個別の内容について説明します。 

第１区の番号１番と番号２案は築館地区の除外案件で、関連案件であることから一括して

説明します。 

番号１番が 田 １筆 ２０１㎡、番号２番が 田 ２筆 １，７２９㎡、計 ３筆 

１，９３０㎡、隣接地で経営している自動車整備工場の提携企業として、敷地内に自動車の

電装関係の施設を新たに設置することとなり、そのため当該施設の資材置場及び駐車場を造

成するものです。 

 申請時の農地区分は、山林、ため池等で分断された生産性の低い小集団農地となり第２ 

種農地に該当します。 

 番号３番は、築館地区の除外案件で、田 １筆 ３６１㎡、一般個人住宅及び駐車場を建

築造成するものです。 

 申請時の農地区分は、山林、河川、宅地等で分断された生産性の低い小集団農地となり第

２種農地に該当します。 

 番号４番は、築館地区の用途変更案件で、山林 １筆 ２９，１２８㎡、の内３６５㎡、

地目は山林となっていますが、過去に農地法第３条の許可を得て取得し、いちご、及び合鴨

の生産場所として使用している土地であり、今回、合鴨の飼養を始めるための畜舎及び加工

場を建築するもので、用途変更により農用地から農業用施設用地となります。 

 申出地の周辺は、ため池及び田となっており、住宅地から離れた山林で合鴨の鳴き声、臭

い等の管理がしやすく、また、排水は北側にあるため池に排する計画となっております。 

 番号５番は、一迫地区の除外案件で、田 １筆 １，７５２㎡の内６８２．０４㎡、一般

個人住宅及び駐車場を建築造成するものです。 

 申請時の農地区分は、農地の広がりがあり第１種農地に該当しますが、転用目的が住宅の

建築であり、かつ、集落に接続して設置するもので、不許可の例外規定に該当します。 

 以上、５案件を説明。 

 

議長 

 次に、現地確認調査の結果報告をお願いいたします。 

 それでは、千葉 律雄 推進委員から報告願います。 

 

千葉 律雄 推進委員 

 千葉です。 
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 去る３月２０日に先の４名で書類審査及び現地調査を行いました。 

 番号１番と番号２番は、既に事業を行っている自動車整備工場の隣接地を転用し関連する 

施設を設置するもので、周辺への影響は特にないと判断しました。 

 番号３番は、市道沿いにあり左側隣接地には既に住宅が建っており、周辺への影響は特に

ないと判断しました。 

 番号４番は、山の中の開田で、既に合鴨を飼育しており、今回の計画規模は小規模であり 

周辺への影響は特にないものと判断しました。 

 番号５番は、既に住宅が建ち並んでおり、周辺への影響は特にないと判断しました。 

 以上、ご審議の程、よろしくお願いいたします。 

 

議長 

 議案の内容説明及び現地確認調査の結果報告が終わりましたので、これより質疑を行いま

す。 

 質疑ございませんか。 

 

  ―「質疑なし」の声 ― 

 

議長 

 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終わります。 

 次に、討論を行います。討論ありませんか。 

 

  ―「討論なし」の声 ― 

 

議長 

 討論なしと認め、これより採決を行います。 

 議案第６号 農業振興地域整備計画の変更については、問題なしと意見を附し、栗原市長

に通知することに賛成の委員は、挙手願います。 

 

  ―「挙手多数」― 

 

議長 

 挙手多数であります。 

よって、日程第１１、議案第６号 農業振興地域整備計画の変更については、問題なしと

意見を附し、栗原市長に通知することに決定いたしました。 

 

議長 

 日程第１２、議案第７号 令和５年度栗原市農業委員会事業計画について、を議題といた

します。 
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 それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

 今回ご審議をいただく内容は、令和５年３月９日に開催しました農業委員、推進委員連携

会議におきまして既にご説明しましたもので、今回議決をいただくものです。 

  

議長 

 議案の内容説明及び現地確認調査の結果報告が終わりましたので、これより質疑を行いま

す。 

 質疑ございませんか。 

 

  ―「質疑なし」の声 ― 

 

議長 

 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終わります。 

 次に、討論を行います。討論ありませんか。 

 

  ―「討論なし」の声 ― 

 

議長 

 討論なしと認め、これより採決を行います。 

 議案第７号 令和５年度栗原市農業委員会事業計画について、原案のとおり決定すること

に賛成の委員は、挙手願います。 

 

  ―「挙手多数」― 

 

議長 

 挙手多数であります。 

よって、日程第１２、議案第７号 令和５年度栗原市農業委員会事業計画については、 

原案のとおり決定いたしました。 

 

議長 

 日程第１３、議案第８号 農地等の利用の最適化の推進に関する指針の改訂について、を

議題といたします。 

 それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

 今回ご審議をいただく内容は、議案第７号と同様に令和５年３月９日に開催しました農業
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委員、推進委員連携会議におきまして既にご説明しましたもので、今回議決をいただくもの

です。 

  

議長 

 議案の内容説明及び現地確認調査の結果報告が終わりましたので、これより質疑を行いま

す。 

 質疑ございませんか。 

 

  ―「質疑なし」の声 ― 

 

議長 

 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終わります。 

 次に、討論を行います。討論ありませんか。 

 

  ―「討論なし」の声 ― 

 

議長 

 討論なしと認め、これより採決を行います。 

 議案第８号 農地等の利用の最適化の推進に関する指針の改訂について、原案のとおり決

定することに賛成の委員は、挙手願います。 

 

  ―「挙手多数」― 

 

議長 

 挙手多数であります。 

よって、日程第１３、議案第８号 農地等の利用の最適化の推進に関する指針の改訂につ

いては、原案のとおり決定いたしました。 

 

議長 

 日程第１４、議案第９号 農地法第３条第２項第５号による別段の面積について、を議題

といたします。 

 それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

 今回ご審議をいただく内容は、農地法改正に伴い農地の取得下限面積が撤廃されることか

ら、本市において定めている下限面積も廃止するもので、先の連携会議でご説明した内容を

今回議決いただくものです。 

  



 38 

議長 

 議案の内容説明及び現地確認調査の結果報告が終わりましたので、これより質疑を行いま

す。 

 質疑ございませんか。 

 

  ―「質疑なし」の声 ― 

 

議長 

 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終わります。 

 次に、討論を行います。討論ありませんか。 

 

  ―「討論なし」の声 ― 

 

議長 

 討論なしと認め、これより採決を行います。 

 議案第９号 農地法第３条第２項第５号による別段の面積について、原案のとおり決定す

ることに賛成の委員は、挙手願います。 

 

  ―「挙手多数」― 

 

議長 

 挙手多数であります。 

よって、日程第１４、議案第９号 農地法第３条第２項第５号による別段の面積について

は、原案のとおり決定いたしました。 

 

議長 

 日程第１５、議案第１０号 栗原市空き家に付属する農地の別段の面積取扱い基準につい

て、を議題といたします。 

 それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

 今回ご審議をいただく内容は、農地法改正に伴い農地の取得下限面積が撤廃されることか

ら、本市において定めている空き家に付属する農地の基準も廃止するもので、先の連携会議

でご説明した内容を今回議決いただくものです。 

  

議長 

 議案の内容説明及び現地確認調査の結果報告が終わりましたので、これより質疑を行いま

す。 
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 質疑ございませんか。 

 

  ―「質疑なし」の声 ― 

 

議長 

 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終わります。 

 次に、討論を行います。討論ありませんか。 

 

  ―「討論なし」の声 ― 

 

議長 

 討論なしと認め、これより採決を行います。 

 議案第１０号 栗原市空き家に付属する農地の別段の面積取扱い基準について、原案のと

おり決定することに賛成の委員は、挙手願います。 

 

  ―「挙手多数」― 

 

議長 

 挙手多数であります。 

よって、日程第１５、議案第１０号 栗原市空き家に付属する農地の別段の面積取扱い基

準については、原案のとおり決定いたしました。 

 

議長 

 以上をもちまして、本日の会議案件は全て議了いたしました。 

 これで、令和５年 第３回 栗原市農業委員会総会を閉会いたします。 

 ご起立願います。ご苦労様でした。 

 

 

  ＜ 午後３時３３分 閉会 ＞ 
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